
１．基本情報

２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項

a b c d e f g h i j k l
該当
なし

1 社外取締役 ○ 　 △ 有

2 社外取締役 ○ △ 有

3 社外取締役 ○ △ 新任 有

4 社外監査役 ○ △ 　 ○ 有

5 社外監査役 ○ ○ 有

6 社外監査役 ○ 　 ○ 新任 有

３．独立役員の属性・選任理由の説明
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４．補足説明

※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※２ 役員の属性についてのチェック項目

　a．上場会社又はその子会社の業務執行者
　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※５ 独立役員の選任理由を記載してください。

当社グループでは、同氏が過去に勤務していた経済産業省との間で取引
があります。もっとも、主に研究委託や助成金等に関するもので、その
取引額は当社グループの連結売上高の0.1％以下と僅少であり、また、同
氏は同省を既に退官しており、同氏の独立性に影響するものではないこ
とから、同氏を独立役員に指定しました。

同氏が過去に勤務していた現在の㈱みずほ銀行は当社グループの主要な
取引先であり、大株主です。もっとも、同氏は2005年６月に同行を退職
していること、さらに、同行在職中より多くの大学で教鞭を執る等その
活動の中心を学究分野に遷していることから、同氏の独立性に影響する
ものではないと判断しています。また、当社グループでは、同氏が勤務
する法政大学との間で主に研究開発委託に関する取引がありますが、主
に科学技術の研究開発をテーマとするもので、その取引額も５百万円以
下と僅少なものであり、政策創造研究科で教授を務める同氏の独立性に
影響するものではないことから、同氏を独立役員に指定しました。

同氏は、大学教授として経済・金融に関する研究に長年携わっています。これらを経
て得られた環境・社会、財務・会計等の経験と見識に基づき、社外監査役としての職
務を適切に遂行いただけるものと期待できます。なお、同氏は、上記のとおり財務及
び会計に関する相当程度の知見を有しています。

当社グループでは、同氏が過去に業務執行に関わっていた㈱ブリヂスト
ンとの間で主に部材供給等に関する取引があります。もっとも、当社グ
ループとしての取引額は当社グループの連結売上高の１％以下かつ㈱ブ
リヂストンの連結売上高の１％以下と僅少であり、同氏は2017年以降は
同社を退職しているため、同氏の独立性に影響するものではないことか
ら、同氏を独立役員に指定しました。また、同氏が現在業務執行に関
わっている㈱セルバンクと当社グループとの間には現在取引はありませ
ん。

同氏は、技術、学識経験に関して豊富な経験を有しております。これらを経て得られ
た環境・社会、法務・知財等の経験と見識に基づき、社外取締役として当社グループ
の重要事項の決定および経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できます。

同氏は、産業・経済政策における豊富な経験を有しております。これらを経て得られ
た環境・社会、法務・知財等の経験と見識に基づき、社外取締役として当社グループ
の重要事項の決定および経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できます。
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当社グループでは、同氏が所属する西村あさひ法律事務所との間で取引
があります。もっとも、その取引額は当社グループの連結売上高の0.1％
以下と僅少であり、当該取引は同氏とのものではなく同事務所の他の弁
護士との取引であり、また、同氏の同事務所における立場は「オブカウ
ンセル」という顧問に類似したもので、当社との取引に関わるものでは
なく、同氏の独立性に影響するものではないことから、同氏を独立役員
に指定しました。

同氏は、検察官及び弁護士の職務に長年携わっています。これらを経て得られた環
境・社会、法務・知財等の経験と見識に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂
行いただけるものと期待できます。

当社グループでは、同氏及び同氏が所属する組織・団体との取引はない
ことから、同氏を独立社員に指定しました。

同氏は、公認会計士の職務に長年携わっています。これらを経て得られた環境・社
会、財務・会計等の経験と見識に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂行いた
だけるものと期待できます。なお、同氏は、上記のとおり財務及び会計に関する相当
程度の知見を有しています。

当社グループでは、同氏が過去に業務執行に関わっていた東京瓦斯㈱と
の間で主に関東地方の工場へのガス供給に関する取引があります。もっ
とも、当該取引は裁量の余地の少ない定型取引で、関東地方に主要工場
の少ない当社グループとしての取引額は当社グループの連結売上高の
0.1％以下かつ東京瓦斯㈱の連結売上高の0.1％以下と僅少であり、また、
同氏は2014年以降は業務執行に関わっておらず、同氏の独立性に影響す
るものではないことから、同氏を独立役員に指定しました。

該当状況についての説明（※４） 選任の理由（※５）

同氏は、経営者としての豊富な経験を有しております。これらを経て得られた環境・
社会、企業経営、財務・会計等の経験と見識に基づき、社外取締役として当社グルー
プの重要事項の決定および経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できま
す。

独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）


